
早朝 午前 午後 １日

圏域内利用者（※） 550 1,100 2,200 3,300

上記以外の利用者 1,100 3,300 5,500 8,800

220 550 1,100 1,650

利用時間
　４月１日～９月３０日まで
　　早朝　午前５時３０分～午前８時まで　　　　午前　午前８時３０分～正午まで
　　午後　午後０時３０分～午後６時まで　　　　１日　 午前８時３０分～午後６時まで

　１０月１日～３月３１日まで
　　早朝　午前５時３０分～午前８時まで　　　　午前　午前８時３０分～正午まで
　　午後　午後０時３０分～午後５時まで　　　　１日　 午前８時３０分～午後５時まで

※圏域内利用者とは、富士宮市、富士市に居住する方、または同市内の事業所等に勤務
　する方をいいます。

単位
利用料

（単位：円）

行商、募金その他これらに類する営業行為をする場合
１平方メートル
１日

44

業として写真又は映画の撮影をする場合 １日 1,100

競技会、展示会、集会その他これらに 面積によるもの
１平方メートル
１日

22

類する行為をする場合
面積によりがた
いもの

１日 1,100

午前 440

城山公園運動場を使用する場合 午後 660

１日 1,100

一般

明星山公園野球場施設・備品利用料金表

区　　分
利　　用　　料　　　（単位：円）

高校生以下

城山公園運動場・朝霧アリーナ利用料金表

行
為
を
す
る
場
合

区　　　分

本部席

放送設備

スコアボード

１試合につき550円

１試合につき1,100円

１試合につき1,100円


